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輝
き

平
成
25
年
度
農
業
施
策
に

�

関
す
る
要
望
書
を
提
出

　
平
成
24
年
12
月
、
佐
伯
会
長
を
始
め
、
農
業
委
員
各

地
域
の
代
表
お
よ
び
事
務
局
総
勢
７
名
で
、
牧
野
町
長

に
平
成
25
年
度
、
農
業
施
策
に
関
す
る
要
望
書
を
提
出

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
農
地
法
の
な
か
で
、
農
業
委
員
会

が
農
業
者
の
公
的
代
表
機
関
と
し
て
、
行
政
庁
に
建
議

す
る
も
の
で
す
。

平
成
25
年
度
農
業
施
策
に

�

関
す
る
要
望
事
項

一
．
農
業
振
興
対
策
に
つ
い
て

⑴�

農
畜
産
物
の
生
産
拡
大
対
策
と
特
産
品
の
研
究
開
発

　
①�

地
域
環
境
に
適
応
し
た
、
生
産
性
・
収
益
性
の
高

い
特
産
品
の
研
究
開
発
を
お
こ
な
う
こ
と
。

　
②�

捕
獲
鳥
獣
の
処
理
・
加
工
施
設
を
公
設
民
営
化
で

整
備
し
、
肉
の
商
品
化
と
販
売
体
制
の
構
築
を
行

い
、
地
域
特
産
化
と
、
捕
獲
者
の
捕
獲
意
欲
の
向

上
を
図
る
こ
と
。

　
③�

和
牛
繁
殖
頭
数
の
拡
大
を
図
る
た
め
、
新
規
生
産

者
の
就
農
制
度
を
検
討
す
る
こ
と
。

⑵
農
地
保
全
鳥
獣
対
策

　
①�

建
設
課
事
業
の
、
水
田
の
明
暗
渠
排
水
工
事
費
の

補
助
金
受
取
り
を
、
年
間
通
し
て
行
う
よ
う
に
す

る
こ
と
。（
現
行
：
７
月
末
締
め
切
り
）

　
②�

産
業
課
助
成
事
業
で
、
営
農
組
合
・
中
山
間
地
組

合
等
地
域
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
場
合
の
補

助
措
置
を
農
業
生
産
法
人
と
同
一
条
件
に
す
る
こ

と
。

　
　
○�

野
猿
・
野
猪
等
被
害
防
止
対
策
事
業
。

�

（
現
行
：
法
人
・
限
度
額
無
し　
個
人
・
限
度
額
設
定
）

　
　
○�

共
同
利
用
機
械
格
納
庫
設
置
事
業
。

�

（
現
行
：
農
業
生
産
法
人
の
み
）

⑶
農
業
後
継
者
確
保
対
策

　

�　
油
木
高
等
学
校
産
業
ビ
ジ
ネ
ス
科
卒
業
者
で
、
農

業
へ
の
従
事
を
希
望
す
る
者
に
対
す
る
支
援
体
制
を

講
じ
、
後
継
者
の
確
保
対
策
を
引
き
続
き
積
極
的
に

行
う
こ
と
。

⑷
有
害
鳥
獣
の
被
害
防
止
対
策
の
強
化

　
①�

更
な
る
駆
除
班
の
充
実
と
、
自
己
防
衛
策
の
研
究

及
び
補
助
金
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

　
②�
野
猿
対
策
と
し
て
、
住
民
に
よ
る
「
猿
追
い
隊
」

の
組
織
づ
く
り
の
推
進
と
活
動
助
成
措
置
を
行
う

こ
と
。

二
．�

農
業
委
員
会
へ
の
支
援
と
体
制
整
備
に
つ
い
て

　
農
地
法
改
正
に
よ
り
農
業
委
員
会
の
業
務
拡
大
に
伴

い
、
委
員
の
業
務
量
の
増
加
と
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑

な
運
用
を
図
る
た
め
、
農
業
委
員
会
の
活
動
予
算
確
保

と
、
実
務
に
精
通
し
た
職
員
の
配
置
及
び
増
員
を
行
う

等
体
制
整
備
を
は
か
る
こ
と
。

三
．
国
・
県
へ
要
望
し
て
い
た
だ
き
た
い
事
項

⑴�

集
落
法
人
等
の
育
成
・
推
進
に
つ
い
て

　
地
域
の
実
態
に
即
し
た
集
落
法
人
の
育
成
と
、
地
域

営
農
の
強
化
及
び
集
落
の
担
い
手
の
育
成
を
図
る
た

め
、
農
業
生
産
法
人
の
設
立
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
求

め
る
こ
と
。（
小
規
模
集
落
の
支
援
・
救
済
策
が
必
要
）

⑵�

環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
へ
の

対
応
に
つ
い
て

　
①�

食
料
自
給
率
の
向
上
と
、
安
心
・
安
全
な
食
料
の

安
定
供
給
を
確
保
す
る
。

　
②�

価
格
破
壊
に
よ
る
離
農
の
加
速
に
伴
い
荒
廃
地
が

拡
大
し
、
水
田
の
多
面
的
機
能
の
破
壊
に
よ
り
、

環
境
や
水
利
調
整
機
能
が
失
わ
れ
農
村
の
空
洞�

化
や
崩
壊
が
お
こ
る
。

　
以
上
の
こ
と
等
か
ら
、
動
向
を
見
な
が
ら
、
国
へ
対

し
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
参
加
へ
の
反
対
を
強
力
に
働
き
か
け
て

頂
き
た
い
。

牧野町長に建議を手渡す佐伯農業委員会長

農
業
委
員
会
の
取
り
組
み

　
少
子
高
齢
化
の
中
、
神
石
高
原
町
の
基
幹
産
業
の
農

業
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
。
今
現
在
農
業
に
従
事
さ

れ
て
い
る
皆
さ
ん
の
周
り
を
見
た
と
き
、
畑
地
に
は
雑

草
・
雑
木
が
迫
ま
り
、
圃
場
整
備
地
区
で
さ
え
耕
作
放

棄
地
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
平
成
21

年
に
は
農
地
法
が
大
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
正
は

地
権
者
か
ら
耕
作
者
へ
の
権
利
移
動（
自
給
率
の
低
下
、

農
地
の
荒
廃
の
増
加
、
後
継
者
不
足
、
な
ど
の
防
止
の

た
め
）
を
大
き
な
目
的
と
し
、
ま
た
、
農
地
の
有
効
利

用
の
徹
底
、
優
良
農
地
の
転
用
規
制
の
厳
格
化
を
進
め

つ
つ
、
有
力
経
営
体
へ
の
権
利
移
行
の
規
制
緩
和
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
農
地
法
改
正
に
よ
り
各
関
連
法
と

し
て
、
農
業
経
営
強
化
促
進
法
、
食
料
農
業
農
村
基
本

法
、
そ
の
他
関
連
法
が
改
正
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
の
改
正
に
よ
り
神
石
高
原
町
農
業
委
員
会

で
は
、
法
律
の
目
的
に
基
づ
き
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を

行
っ
て
い
ま
す
。そ
の
結
果
を
文
書
と
写
真
に
ま
と
め
、

農
地
地
図
に
反
映
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
荒
廃
地
調
査

は
1
筆
調
査
で
、
町
合
併
後
は
1
委
員
の
調
査
担
当
範

囲
が
広
く
、農
地
の
色
分
け（
地
目
変
更
が
必
要：赤
色
、

再
生
可
能
：
黄
色
、
耕
起
で
作
付
可
能
：
緑
色
）
の
決

断
も
苦
慮
し
つ
つ
行
っ
て
い
ま
す
。

今
後
の
課
題
に
つ
い
て

　
環
太
平
洋
戦
略
的
経
済
連
携
協
定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
の
中

に
は
21
項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
農
業
に
大
き

く
関
わ
る
事
項
は
①
物
品
市
場
ア
ク
セ
ス
（
農
産
物
）

②
衛
生
植
物
検
疫
措
置
③
原
産
地
規
制
の
3
つ
で
す
。

　
政
府
は
聖
域
な
き
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
は
参
加
し
な
い
方
向
性

を
出
し
て
い
ま
す
が
、
ど
の
程
度
農
業
に
影
響
が
有
る

か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
例
外
を
作
っ
て
も
影
響

は
大
き
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
高
齢
化
の
波
が
大
き
く
波
打
つ
中
で
、
将
来
の
見
え

な
い
農
業
を
ど
う
切
り
拓
く
の
か
。
農
地
を
守
り
、
農

業
経
営
の
後
継
者
を
育
て
る
に
は
法
人
化
を
し
、
農
地

集
積
の
拡
大
を
図
り
、
作
物
品
質
の
向
上
と
、
コ
ス
ト

の
軽
減
化
を
図
る
こ
と
が
課
題
で
あ
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
対

応
す
る
方
法
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

耕作放棄地化した農地

赤色　地目変更（変更登記）緑色　耕起で作付可能

黄色　再生可能

＊ＴＰＰとは
　�太平洋周辺国の間で物，人，サービス，金，の
移動を完全に自由（関税なし）に流通させる国
際協定のこと。
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